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第３次会津美里町子ども読書活動推進計画の策定にあたって 

一冊の本との出会いが、一人の人生を大きく変えることがあります。読書は、知識

を得るための手段である以上に、想像力を豊かにし、他者への共感力を育み、人間

力を磨いて、未知の世界へと羽ばたくための力を授けてくれる素晴らしい営みです。

変化が激しく、予測困難なこれからの時代を生き抜く子どもたちにとって、自ら考え、

深く洞察する力の源泉となる「読書」の重要性は、かつてないほど高まっていると考

えます。しかしながら、子どもの読書に関する実態は、様々な調査や施策評価からは

決して芳しいものではなく、進展するデジタル社会の影響を受けながら改善もまま

ならない状況にあり、懸念されるところであります。 

会津美里町では、平成１３年に施行された「子どもの読書活動の推進に関する

法律」に基づき、平成２８年に第１次、令和３年に第２次計画を策定し、子どもの読

書活動を推進するため様々な施策を展開してまいりましたが、今般、上位計画であ

る第４期教育振興基本計画が策定されたことを受け、これまでの成果と課題を整

理しながら、第３次計画を策定する運びとなりました。「子どもの読書活動の推進に

関する法律」では、子どもの読書活動が「健やかに成長し、豊かな人間性を形成す

る上で極めて重要」と明記しており、本町においてもこの法の精神に基づき、すべて

の子どもがあらゆる場所で本に親しめる環境を整えることが肝要であります。本計

画は、今後の更なるデジタル化や生活スタイルの変容を踏まえながら、これまでの

施策をブラッシュアップするとともに、新たな取組も盛り込みながら、家庭、地域、学

校が一体となり、社会全体で子どもたちの「読む力」と「豊かな心」を支えていくた

めのロードマップとしての性格を持たせながら再編いたしました。 

 子どもたちが本を開くとき、そこには無限の可能性が広がっています。町教育委員

会といたしましては、子どもたちが置かれた環境に左右されることなく、誰もが読書

の喜びを享受できる環境づくりに向け、全力で取り組んでまいる所存でありますの

で、町民の皆様を始め関係各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

結びに、本計画の策定にあたりご協力いただきました、図書館協議会の委員の皆

様に心より感謝を申し上げ、巻頭のご挨拶といたします。 

 

令和８年４月 

福島県大沼郡会津美里町教育委員会教育長  歌川哲由  
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第１章   第３次会津美里町子ども読書活動推進計画の策定にあたって 
 

１ 計画の目的 
子どもの読書活動は、「言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなもの

にし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの（子どもの読

書活動の推進に関する法律（平成 13 年法律第 154 条）第２条）」です。また、子どもの

発達段階においても、子どもの読書活動は、知的、情緒的、精神的な発達に大きな役割を

果たします。 

  会津美里町では、町内すべての子どもが読書に親しみ、生涯にわたる読書習慣を確立

できるよう、平成 28 年に「会津美里町子ども読書活動推進計画」を、令和３年３月には、

「第２次会津美里町子ども読書活動推進計画」（以下、「第２次計画」という。）を策定し

ました。 

この計画期間の満了に伴い、「第３次会津美里町子ども読書活動推進計画」（以下、

「第３次計画」という。）においては、子どもの読書活動を取り巻く環境の変化を踏まえ、第

２次計画における課題の検証と、成果を継承することで、引き続き子どもの読書活動を推

進していくことを目的とします。 

 

2 計画策定の背景 
 （１）国の動向 

子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって子

どもの健やかな成長に資することを目的とした「子どもの読書活動の推進に関する法

律」（以下「推進法」という。）が平成１３年１２月に成立しました。 

推進法に基づき、平成１４年８月に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」（以下「基本計画」という。）が策定され、令和５年３月には、第五次基本計画が策

定されました。第五次基本計画では、「不読率の低減」「多様な子どもたちの読書機会

の確保」「デジタル社会に対応した読書環境の整備」「子どもの視点に立った読書活

動の推進」を基本的方針とし、社会全体で子どもの読書活動を推進することとしていま

す。 

また、令和４年度から令和８年度までを対象期間とする「第６次学校図書館図書整備

等５か年計画」では、全ての公立小中学校等において、「学校図書館図書標準」の達成

を目指すとともに、計画的な図書の更新、学校図書館への新聞の複数紙配備及び学校

司書の配置拡充を図ることとしています。 

 

   （２）県の動向 

平成１６年３月に「福島県子ども読書活動推進計画」（以下「県計画」という。）が策

定され、令和７年３月には第五次県計画を策定し、『ふくしまの未来をひらく読書の力』

というスローガンを掲げ、子どもたちが読書の楽しさを実感し、生涯にわたって望ましい

読書習慣を身に付けることができるよう、学校等、家庭、地域が連携・協力し子どもの読

書活動を推進することとしています。 
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      （３）社会情勢の変化 

＜視覚障害者等の読書環境の整備推進に関する法律の制定＞  

令和元年６月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（以下「読

書バリアフリー法」という。）が施行され、視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害に

より、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者の読書環境の整備を総合的か

つ計画的に推進し、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活

字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的としています。

令和２年７月には、読書バリアフリー法第７条に基づき、施策の一層の充実を図るため、

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」（以下「読書バリア

フリー基本計画」という。）が策定され、令和７年３月には「第二期読書バリアフリー基本

計画」が策定されました。 

 

＜教育におけるデジタル化の進展＞  

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月閣議決定）では、教育ＤＸ※を

見据えた教育のデジタル化のミッションとして 「誰もが、 いつでもどこからでも、 誰と 

でも、自分らしく学べる社会」を目指すことが掲げられています。  

また、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（令和４年１２月閣議決定）では、

GIGA スクール構想※を環境整備から利活用促進の段階に大きく進めていくこと、学校

規模や地理的要因等にとらわれず教育の質を高める手段である遠隔教育の推進に取

り組むこと、図書館などの社会教育施設ではＩＣＴなどの新しい技術を活用しつつ、多様

な主体と連携・協働しながら魅力的な教育活動を展開する取組を促進すること等が示

されました。 

 

＜コロナ禍の影響＞ 

令和２年度から令和４年度にかけての３年間は新型コロナウイルス感染症の拡大に

より、度重なる臨時休校やおはなし会の制限など、子どもたちの生活や読書環境にも

様々な変化や影響がもたらされました。 

 

（４）町の動向 

令和７年１２月に「会津美里町第４次総合計画」が策定され、家庭の教育力向上の

ため、親子がともに学ぶ機会の提供に努めるとともに、図書館において本を通じた想

像力や感受性を育むことのできる場の提供を継続することとしています。 

また、令和８年３月に「第４期会津美里町教育振興基本計画」が策定され、心豊か

な子どもの育成として、園や学校における「読み聞かせ」や「読書の機会」の創出に努

めるとともに、図書環境の整備による読書活動の充実を図ることとしています。また、学

びの場の充実として、図書館の蔵書や学習資料、レファレンスサービス※を充実させる

ことにより、主体的に学べる環境を提供することとしています。さらに、学習機会の充実

として、乳幼児期からの読書習慣形成を支援するブックスタート事業※を充実させ、家

庭での学びの基盤づくりを推進することとしています。 
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第２章   第２次会津美里町子ども読書活動推進計画の進捗状況について 
 
 

基本方針１  子どもが読書に親しむ機会の提供と充実のために 
 

   （１）家庭における読書活動の推進 

      6、7 か月児健康相談において、ブックスタートセット（絵本 2 冊、ブックスタートアドバ

イスブックレット、ブックスタート案内、図書館案内等）を配付、読み聞かせを実施し、絵

本や読み聞かせの大切さを伝えるとともに、図書館の利用促進を図りました。 

子育て支援センターにおいて、活動や講

座・イベント時に読み聞かせを行い、 読書

の大切さを伝えました。 

「家読（うちどく）※」を推進するため、1～

3 歳児向けのおすすめ絵本のリストを健診

時に配付するとともに、図書館内に設置し、

読み聞かせの効果や大切さ、絵本選びのヒ

ントを伝えました。また、親子で読み聞かせ

の楽しさを体験する「おはなし会ＹＯＭＵＹ

Ｏ！」を実施しました。 

 

    指標の進捗状況 

第２次計画 計画策定時 
(令和元年度) 

目標 
(令和７年度) 

現状 
(令和６年度) 取組み 内容 

ブックスタート 6、7 ケ月児健康相談時に

おいてブックスタート事業を

実施し、読み聞かせと図書

館の利用促進を図るととも

に、家庭での読書の大切さ

を伝える。 

％ ％ ％ 

100 100 100 

活動指標：実施割合（配布率） 

子育て支援 

センターの活用 

子育て支援センターにて読

み聞かせ・講座等の読書

活動を行い、読書の大切さ

を伝える。 

人 人 人 

635 600 380 

活動指標：月平均利用者数(延べ) 

「家読」の推進 定期健診時等の機会にお

いて、年齢別おすすめ絵本

のリストの配布や、図書館

で乳幼児向けのおはなし

会を実施する。 

％ ％ ％ 

－ 100 100 

活動指標：ブックリスト配付率 

    ※子育て支援センターの利用者数の減については、子どもの数の減少と、共働きの家

庭が増え、家庭で保育する子どもが減少したためです。 

 

読み聞かせ（子育て支援センター） 
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   （２）認定こども園等における読書活動の推進 

ボランティア団体「おはなしぽけっと」、「た

んぽぽの会」、「木の実シアター」の協力に

よる読み聞かせを実施しました。 

     「会津美里町おすすめ図書」、 「絵本だよ

り」や「園長だより」において、保護者に向け

て季節の絵本や保育者が選定したおすすめ

絵本を紹介するとともに、絵本の良さや大切

さ、読み聞かせの魅力を発信しました。 

 

    指標の進捗状況 

第２次計画 計画策定時 
(令和元年度) 

目標 
(令和７年度) 

現状 
(令和６年度) 取組み 内容 

読み聞かせ 外部の人間による、読み聞

かせを実施する。（ボランテ

ィア、図書館職員の協力を

得たものとする。） 

回 回 回 

1～12 ３ 以上 平均 2.8 

活動指標：１園あたりの開催回数 

保護者への 

啓発 

「家読」など、保護者に向

けての情報提供や講演会

などによる意識啓発（「家

読」用ブックリスト、図書館

だよりの発行・配布） 

回 回 回 

３～12 ４ 以上 平均 12.3 

活動指標：１園あたり「絵本だより」等 

の発行回数 

職員の知識 

・スキルアップ 

職員研修会の開催 回 回 回 

０～３ １ 以上 平均 0.5 

活動指標：１園あたりの実施回数 

 

   （３）学校における読書活動の推進 

      「会津美里町おすすめ図書」の周知、掲示により、本を選ぶ・借りる きっかけをつくる

ことができました。 

      小学校において、ボランティア団体「宮川チームズ」、「おはなしポケット」、「たんぽぽ

の会」の協力による読み聞かせを実施しました。 

      読書活動の啓発として、小学校では、紹介文をつけたおすすめ本や課題図書、新刊

図書のお知らせを掲示しました。また、中学校では、読書感想文コンクールの課題図書

の配置や本の紹介ポスターを掲示しました。 

      多様な読書活動の推進として、小学校で

は、朝の読書や図書委員による低学年児童

への読み聞かせ等を実施しました。また、中

学校ではビブリオバトル学級大会や朝の読

書、国語科の授業内での読書を実施しまし

た。 

ボランティア団体による読み聞かせ 

ビブリオバトル学級大会 
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      「家読」など保護者への啓発活動として、小学校では、メディアコントロール週間にあ

わせた家庭での読書や「図書だより」において親子読書等家庭を巻き込んだ読書を推

進しました。また、中学校では、朝の読書や国語科の授業内での読書により、読書の習

慣化を図り、家読への発展につなげました。 

 

    指標の進捗状況 

第２次計画 校
種 

計画策定時 
(令和元年度) 

目標 
(令和７年度) 

現状 
(令和６年度) 取組み 内容 

読み聞かせボ

ランティア・図

書館職員によ

る読書活動の

実施 

外部の人間による、読

み聞かせ・ブックトー

クを実施する。（ボラン

ティア、図書館職員の

協力を得たものとす

る。） 

小
学
校 

回 回 回 

３～27 ５ 以上 平均 7.7 

活動指標：１校あたりの開催回数 

読書活動の啓

発イベントの実

施 

「読書推進標語コンク

ール」等を実施する。 

ＰＯＰ（ポップ）作りを

通した読書の推進を

図る。 

小
学
校 

回 回 回 

１～２ １ 以上 平均２.５ 

活動指標：１校あたりの開催回数 

中
学
校 

回 回 回 

１ １ 以上 平均１.３ 

活動指標：１校あたりの開催回数 

多様な読書活

動の推進 

読書マラソン、ブックト

ークやビブリオバトル

等を実施する。 

小
学
校 

回 回 回 

０～30 １ 以上 平均２.２ 

活動指標：１校あたりの実施回数 

中
学
校 

回 回 回 

－ １ 以上 平均１ 

活動指標：１校あたりの実施回数 

「家読」への取

組みの推進 

「家読」の活動を啓発

し、取り組む。 小
学
校 

回 回 回 

２～通年 ２ 以上 平均２ 

活動指標：１校あたりの実施回数 

中
学
校 

回 回 回 

０～１ １ 以上 平均１ 

活動指標：１校あたりの実施回数 
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   （４）図書館等における読書活動の推進 

      「おはなし会ＹＯＭＵＹＯ!」の開催やクリスマスなどイベントにあわせた読み聞かせを

実施しました。 

      図書館で本を借りるとカプセルトイマシン

を回せるイベントや、お題に書かれた本を読

んでビンゴするイベントなどを実施しました。 

      年代別のおすすめ本の紹介や図書館利

用促進イベントの案内を載せた「こどもとし

ょかんだより」を発行し、認定こども園、学校、

子育て支援センターなどへ配布しました。 
 

    指標の進捗状況 

第２次計画 計画策定時 
(令和元年度) 

目標 
(令和７年度) 

現状 
(令和６年度) 取組み 内容 

お話し会の開催 図書館職員や読み聞かせ

ボランティアによる、乳幼児

向けや児童向けのおはなし

会を実施する。 

回 回 回 

２ 12 ９ 

活動指標：開催回数 

多様な読書活

動推進イベント

の実施 

子どもを対象としたイベン

ト（講演会など）を実施す

る。 

回 回 回 

３ ３ 以上 ９ 

活動指標：実施回数 

子 ど も 用 図 書

館 だ よ り の 発

行・配布 

認定こども園、小・中学校

に配布する子ども用図書

館だよりを発行し、配布す

る。 

回 回 回 

－ ２ ４ 

活動指標：発行回数 
 

 

基本方針２  子どもの読書環境の整備と充実のために 
 

   （１）認定こども園等における読書環境の整備・充実 

      絵本コーナーにおいて、絵本をウォールポケット

に掲示したり、棚を手に取りやすい高さに設定しま

した。また、季節や行事に合わせた絵本の展示や壁

面の飾りつけ、吹き出し等をつけ興味や親しみが感

じられるようにしました。 
 

    指標の進捗状況 

第２次計画 計画策定時 
(令和元年度) 

目標 
(令和７年度) 

現状 
(令和６年度) 取組み 内容 

絵本等の収集

及び提供 

絵本を収集し、また貸出を

行うことにより、園児及び保

護者に本と触れ合う機会を

提供する。 

冊 冊 冊 

15～30 20 以上 平均 20.8 

活動指標：園児１人あたりの貸出冊数 

おはなし会ＹＯＭＵＹＯ！ 

ウォールポケットに掲示した絵本 
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   （２）学校における読書環境の整備・充実 

      「会津美里町おすすめ図書」のコーナーをつく

って全校生への周知を行いました。図書支援員と

連携し、季節や行事等に関連する本の掲示・展示

や、レイアウト・掲示方法を工夫し、環境整備を行

いました。 

      研修会については、現在の図書支援員の人員

体制では参加が難しい状況でした。 
 

    指標の進捗状況 

第２次計画 校
種 

計画策定時 
(令和元年度) 

目標 
(令和７年度) 

現状 
(令和６年度) 取組み 内容 

学校図書館の

蔵書充実 

学校図書館の蔵書を

充実させる。 小
学
校 

冊 冊 冊 

20～50 30 以上 平均 28.6 

活動指標：１人あたりの図書貸出冊数 

中
学
校 

冊 冊 冊 

１～４ ５ 以上 平均 3.5 

活動指標：１人あたりの図書貸出冊数 

学校図書館の

整備 

図書支援員や図書館

職員を各学校に派遣

し、学校図書館の整

備・充実を図る。 

小
❼中
学
校 

人 人 人 

２ ４ ２ 

活動指標：図書支援員配置人数 

学校図書館担

当 教 員 ・ 学 校

図書支援員等

の研修会の実

施 

学 校 図 書 館 担 当 教

員・学校図書支援員

研修会を実施し、指

導力の向上を図る。 

小
❼中
学
校 

回 回 回 

－ １ 以上 ０ 

活動指標：実施回数 
 

   （３）図書館における読書環境の整備・充実 

      児童書・絵本、ティーンズ向けの図書や課題図書、教科書掲載図書などを積極的に

選定しました。 

      図書館と生涯学習センター図書室との相互貸出返却を継続するとともに、除籍した

図書館蔵書の一部を生涯学習センター図書室へ移管するなど、整備・運営支援を行い

ました。また、図書館と学校の図書支援員とで情報共有し、夏休みイベントの同時開催

など連携を図りました。 

      アクセシブルな書籍（バリアフリー本）について、

点字絵本やＬＬブック※の収集・充実を図りました。 

      学校等への団体貸出※について、貸出冊数の増

加や貸出期間の延長を図り、貸出体制の充実を図

りました。 

おすすめ図書コーナー 

夏休み宿題応援コーナー 
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    指標の進捗状況 

第２次計画 計画策定時 
(令和元年度) 

目標 
(令和７年度) 

現状 
(令和６年度) 取組み 内容 

児童書・絵本の

充実 

読み物、調べもの、絵本な

ど子ども向けの図書の蔵

書を増やす。 

冊 冊 冊 

8,665 15,000 13,737 

活動指標：児童書の蔵書冊数 

ティーンズ（中

高生）向けの本

の充実 

ティーンズ（中高生）向け

の読み物や実用書の蔵書

を増やし、ティーンズコーナ

ーを充実させる。 

冊 冊 冊 

595 1,000 1,352 

活動指標：ティーンズ向け図書の蔵書冊数 

生 涯 学習 セ ン

タ ー 図 書 室 、

小・中学校図書

館の整備・運営

の支援 

生涯学習センター図書室、

学校図書館の整備・運営

の支援を実施する。 

か所 か所 か所 

２ ９ ２ 

活動指標：実施場所数 

団体貸出の周

知、相互貸借・

テ ー マ 図 書 貸

出・移動図書館

に よ る 貸 出 体

制整備 

学校と図書館の連携を図

り、図書館資料を学校に貸

出を行う。 

冊 冊 冊 

－ 500 96 

活動指標：貸出冊数 

 

 
 

基本方針３  子どもの読書活動についての理解と促進のために 
 

      学校における図書委員会活動として、読書郵便※や低学年児童への読み聞かせの実

施、紹介ポスター作製やお昼の放送での本の紹介、読書ファイルへのシールやしおりの

贈呈を行いました。 

      小学生の図書館訪問や中学生の図書館職場体験を実施しました。 

図書館では、年代別のおすすめ本の紹介や図書館利用促進イベントの案内を載せた

「こどもとしょかんだより」を発行し、認定こども園、学校、子育て支援センターなどへ配

布しました。 

      また、外部講師を招き、読み聞かせや読み聞か

せボランティアに興味がある人へ向けた「絵本の読

み聞かせ講座」を開催しました。 

      毎月、町広報誌へ「会津美里町図書館だより」

の記事掲載や「図書館だより」の発行、図書館ホー

ムページやＳＮＳにおいて、新着図書や図書展示、

図書イベントなどの情報を随時発信しました。 図書委員会による低学年児童

への読み聞かせ 
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    指標の進捗状況 

第２次計画 計画策定時 
(令和元年度) 

目標 
(令和７年度) 

現状 
(令和６年度) 取組み 内容 

図書館訪問 各小学校が計画的に図書

館を訪問し、利用登録や利

用方法について学ぶ。 

校 校 校 

４ ４ ４ 

活動指標：実施校数 

図書館職場体

験 

各中学校が図書館におけ

る職場体験を実施する。 
校 校 校 

１ ３ １ 

活動指標：実施校数 

研修会 図書館職員や読み聞かせ

ボランティア、読書推進活

動に興味のある人に向け

て、外部から講師を招く等

行い、研修会を開催する。 

回 回 回 

－ １ 以上 １ 

活動指標：実施回数 

 
 

計画の指標   
 

   （１）本を１ヶ月に１冊以上読んだ児童生徒の割合                      （単位：％） 

項目 
計画策定時 
(令和元年度) 

目標 
(令和７年度) 

現状 
(令和６年度) 

小学生 ９９．７  １００．０  ９８．２  

中学生 ８９．７  ９６．０  ９３．９  

 

   （2）図書館・図書室の児童書貸出冊数                              （単位：冊） 

項目 
計画策定時 
(令和元年度) 

目標 
(令和７年度) 

現状 
(令和６年度) 

図書館 １５，４２３  ２０，０００  １４，３８２  

本郷生涯学習センター図書室 １，０５０  １，５００  １，０９２  

新鶴生涯学習センター図書室 ７８７  １，０００  ５６９  

計 １７，２６０  ２２，５００  １６，０４３  

小学生の図書館訪問 絵本の読み聞かせ講座 
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第３章   第３次会津美里町子ども読書活動推進計画の概要 
 

1 計画の位置づけ 
「第３次計画」は、推進法第９条に基づき策定する計画で、国の「第五次基本計画」及

び県の「第五次県計画」の内容等を踏まえるとともに、町の上位計画である「会津美里町

第４次総合計画」及び「第４期会津美里町教育振興基本計画」との整合性を図り、具体

的な取り組みを示すものです。 
 

2 計画の対象と期間 
この計画は、18 歳以下の子どもと乳幼児の保護者を対象とします。 

計画期間については、「第４期会津美里町教育振興基本計画」に合わせ、令和 8 年度

から令和 12 年度までの 5 年間とします。 
 

3 基本方針 
 

基本方針１  子どもが読書に親しむ機会の提供と充実のために 
読書活動は心身の発達と深く関わっており、子どもの自主的な読書活動を推進する

ためには、発達段階にあわせて切れ目なく、本との出会いの場の提供や、読書に親しむ

機会の充実が必要です。そのため、乳幼児期の家庭をスタートとして、子育て支援センタ

ー、こども園、学校、図書館等、地域全体において子どもが本に親しむ機会の提供と充

実を目指します。 
 

基本方針２  子どもの読書環境の整備と充実のために 

子どもの読書環境の充実を推進していくためには、子どもの身近なところに読書がで

きる環境を整備していくことが重要です。子どもが、自由に、そして自主的に読書に親し

むことができる環境の整備を図ります。 

図書館や学校図書館蔵書の充実や子ども読書活動の人的な支援体制の強化に努

め、また、家庭、町健康ふくし課、子育て支援センター、こども園、学校、図書支援員、図書

館、読み聞かせボランティア等の関係機関・団体が連携・協力する体制を構築し、子ども

の読書活動推進のための環境整備を進めます。 
 

基本方針３  子どもの読書活動についての理解と促進のために 
子ども自身の読書に対する姿勢は、取り巻く大人たちに大きく影響を受けます。その 

ため身近にいる大人が、子ども読書活動の重要性と、読書に親しむ機会や環境づくりの

重要性について認識し、さらには読書をともに楽しむことができるようになることが重要

です。そのため、子どもの読書活動の推進に関係する各機関・団体が連携・協力し、子ど

も読書活動の意義や重要性について広報・啓発活動を積極的に行い、地域社会全体

で、子どもの読書活動について理解が深まることを目指します。関係機関との連携を密

にし、読み聞かせ等を行うボランティア団体の育成に努めます。 

また、家庭で読書に親しむ時間を共有し、親子の絆を深めることができるよう「家読」

の活動を推進し、学校での読書に関する取り組みや、日々の図書館利用を通して読書の

楽しさや意義を知ってもらう機会を増やします。 
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第４章   第３次会津美里町子ども読書活動推進計画の取組み 
 

 
 

基本方針１  子どもが読書に親しむ機会の提供と充実のために 
 

（１）家庭における読書活動の推進 

家庭は子どもに読書の楽しさや大切さを伝えることや、子どもの読書習慣を形成

する上で重要な役割を担っているため、子どもの読書習慣に大きな影響を与える保

護者に向けて積極的な働きかけが必要です。乳幼児健診等の機会や親子を対象

にしたイベントや家庭教育に関する講座において、親子のコミュニケーションを図る

読書活動の推進について啓発し、親子の愛着や信頼を育むことで、親と子のウェル

ビーイング※を支えます。また、家族で読書に親しむことで、親子の絆を深めることが

できる、「家読」の活動を推進します。 
 

 第２次計画の課題等に対する対応  

６、７か月児健康相談時のブックスタート事業実施後、就学前までの家庭での読

書をフォローする働きかけとしてセカンドブック事業※を実施します。 
 

取組み 具体的な内容 関係主体 

ブックスタート ６、７か月児健康相談時に絵本のプレゼントと読

み聞かせを行い、家庭における読み聞かせの大

切さを伝える。 

健康ふくし課、 

図書館 

セカンドブック 3 歳児健康相談時にブックリストの配布と読み聞

かせを行い、家庭における読み聞かせの大切さ

を伝えるとともに図書館の利用促進を図る。 

健康ふくし課、 

図書館 

子育て支援セン

ターの活用 

子育て支援センターにて読み聞かせ・講座等の

読書活動を行い、読み聞かせや家読の大切さを

伝える。 

子育て支援セン

ター 

「家読」の推進 定期健診時等の機会において、年齢別おすすめ

絵本のリスト、読み聞かせの意義や大切さを伝え

るリーフレットを配布する。 

図書館 

 

（２）認定こども園における読書活動の推進 

認定こども園は家庭と同様、絵本を通して豊かな言葉を知り絵本の楽しさを日常

的に体験できる場所であり、読書習慣の基礎を築く重要な役割を担っています。たく

さんの絵本と出会う機会を設け、読み聞かせを行い、絵本を題材とした「遊び」を取

り入れることで、好奇心や豊かな感性が生まれ、子どもと本の結びつきを強めること

ができます。認定こども園においては、子ども達が本に親しみ触れる機会を多くし、

読み聞かせ等の豊かな読書体験の提供に努めます。また、「家読」など家庭での親

子読書活動の意識啓発に努めます。 
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 第２次計画の課題等に対する対応  

外部の人材による読み聞かせの実施について、読み聞かせボランティア団体の

情報がなく開催できなかった認定こども園があった。認定こども園間で読み聞かせ

ボランティア等の情報交換をし、外部人材を活用した読み聞かせの充実に努めま

す。また、職員の研修会参加について、自主開催の研修や外部研修参加だけでは

なく保育者同士による園内研修の実施により知識・スキルアップを図ります。 
 

取組み 具体的な内容 関係主体 

外部の人材によ

る 読 書 活 動 の

実施 

読み聞かせボランティア、絵本作家、図書館職員

等による、読み聞かせを実施する。 

認定こども園 

保 護 者 へ の 啓

発活動 

「絵本だより」などの配布や、「会津美里町おす

すめ図書」の配付・掲示等活用を図る。 

認定こども園 

職員の知識 

・スキルアップ 

職員の研修会への参加や園内研修を実施する。 認定こども園 

 

 

（３）学校における読書活動の推進 

学校における読書活動は、子どもの感性や創造力といった豊かな心を育むとと

もに、学びの基礎力を高め意欲的に学習に取り組む姿勢を培うことにつながること

から、学校図書館を活用した読書活動と学習支援の充実に努めます。さらに、家族

で読書に親しむことは、子どもの読書に対する興味や関心を高めることから、保護

者の理解と協力を得ながら、家庭への情報提供や「家読」の啓発に努めます。 
 

 第２次計画の課題等に対する対応  

本を読まない、興味がない、敬遠する児童・生徒に対する関心や意欲の喚起を図

るため、現在の取り組みを継続し読書活動の推進を図ります。 
 

取組み 具体的な内容 関係主体 

外部の人材によ

る 読 書 活 動 の

実施 

読み聞かせボランティア、絵本作家、図書館職員

等による、読み聞かせを実施する。 

小学校、 

義務教育学校 

多 様 な 読 書 活

動の推進 

・学級や図書委員会において、児童生徒の読書

意欲を喚起する企画を立案・実施する。 

（読書郵便など） 

・児童生徒の読書意欲を高める POP（ポップ）

作成を通じて、読書活動を推進する。 

・読書マラソン、ブックトークやビブリオバトル等を

実施する。 

・学校の教育活動に朝の読書活動等を組み入

れ、日常的な読書時間の定着を図る。 

・「会津美里町おすすめ図書」の配付・掲示等活

用を図る。 

小学校、 

中学校、 

義務教育学校 
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取組み 具体的な内容 関係主体 

「家読」への取

組の推進 

親子読書等、家庭での読書「家読」の活動を啓

発するとともに、図書だよりの発行など保護者へ

の情報提供を図る。 

小学校、 

中学校、 

義務教育学校 

  

（４）図書館における読書活動の推進 

図書館及び図書館分室は、自由に利用できる身近な施設です。子どもから大人

まで、それぞれの要望に応えられるよう、読書に親しむ機会の提供や学習活動の

支援に努めます。また、子どもと本とをつなげ、読書への意欲を高めるために、子ど

もたちや保護者への読書に関する情報提供に努めます。 
 

 第２次計画の課題等に対する対応  

おはなし会の開催については、図書室がある地域づくりセンターでのイベント時

にあわせ開催し、回数の増加を図るとともに参加しやすい環境づくりに努めます。 
 

取組み 具体的な内容 関係主体 

おはなし会の 

開催 

図書館職員や読み聞かせボランティアによる乳

幼児向け・児童向けのおはなし会を実施する。 

地域づくりセンターで開催されるイベントと共催し

たおはなし会を実施する。 

図書館 

多様な読書活

動の推進 

子どもを対象とした、読書活動と図書館利用促

進のためのイベントを実施する。（としょかんこど

もデー、としょかんクリスマス、映画上映会、としょ

かんで謎解きゲーム、本の福袋、読んで本くじ、と

しょかんビンゴなど） 

図書館 

子どもや保護者

への情報発信 

「こどもとしょかんだより」を発行し、配布する。ま

た、年齢に適したおすすめ本ブックリストを作成

し、図書館の案内とあわせて健康相談や定期健

診において配付する。 

図書館 

「会津美里町お

すすめ図書」の

推進 

子育て支援センター、認定こども園、学校、図書

館の職員及び図書支援員が選んだ推薦図書の

リストを作成し、配付・掲示等活用を図る。 

図書館 

 
 

 

基本方針２  子どもの読書環境の整備と充実のために 
 

（１）認定こども園における読書環境の整備・充実 

認定こども園は、絵本や物語などに触れることができる環境を整えることによって、

子どもが乳幼児期から読書に親しむ習慣を身に付けられる場所です。そのため、絵本

をはじめとする児童書を充実させ、子どもがたくさんの本を楽しめる環境の整備に努

めます。 
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 第２次計画の課題等に対する対応  

毎年決まった絵本にならないように、新刊などの充実を図るとともに、子どもが興

味を持つような絵本コーナーの整備に努めます。 
 

取組み 具体的な内容 関係主体 

絵本等の充実と

提供 

絵本を充実させ、貸出を行うことにより、園児と保

護者にたくさんの本と触れ合う機会を提供する。 

認定こども園 

職員を対象とし

た 研 修 会 へ の

参加 

研修に参加し、読書指導に関する専門的知識の

向上を図る。 

認定こども園 

 

（２）学校における読書環境の整備・充実 

学校における、子どもの豊かな読書活動や主体的な学習活動を支えるためには、

学校図書館の充実が重要な役割を果たします。学習の参考になる本や読み物をはじ

めとして、様々な分野の本を揃えるとともに、学校図書館への図書支援員の配置や図

書館情報システムを活用した学校と図書館との連携を行うことで、学校図書館機能

の充実を図ります。 
 

 第２次計画の課題等に対する対応  

「会津美里町おすすめ図書」に選定された本を中心としたさらなる蔵書充実に

努めます。また、古い情報の本の廃棄、更新が十分ではないため、蔵書更新を進め

ます。 

また、研修会への参加について、外部研修参加だけではなく各学校の担当職員

間での勉強会の実施により知識・スキルアップを図ります。 
 

取組み 具体的な内容 関係主体 

学 校 図 書 館 の

蔵書充実 

学校図書館の蔵書数を充実させ、多種多様な分

野の本を取り入れることで、貸出冊数の増加を図

る。また、情報が古い本の買い替えなど蔵書更新

を図る。 

小学校、 

中学校、 

義務教育学校 

学 校 図 書 館 の

整備 

図書支援員を各学校に派遣し、学校図書館の整

備・充実を図る。 

小学校、 

中学校、 

義務教育学校 

学校図書館担

当職員・図書支

援 員 等 の 研 修

会への参加 

研修会への参加や勉強会の実施により、学校図

書館運営や読書指導に関する専門的知識の向

上を図る。 

小学校、 

中学校、 

義務教育学校 
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（３）図書館における読書環境の整備・充実 

図書館及び図書館分室は、子どもが豊富な図書の中から読みたい本を自由に手

にとり、本を読む楽しさや学ぶ楽しさを見出すことができるところです。子どもの好奇

心を刺激する広範なジャンルの本の整備・充実とともに、読みたい本がみつかる、新

たな本との出会いがあるよう多様な展示、ブックリストの提供に努め、気軽に読書相

談ができる親しみやすい雰囲気づくりに努めます。 

また、図書館職員の専門性を活かし、図書支援員と協力して、図書館と学校図書

館との連携や整備・運営などの支援を行うことに努めます。 

併せて、障害の有無に関わらず、すべての子どもたちが読書に親しむ機会を提供

できるよう、視覚障害者等（視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍

について、視覚による表現の認識が困難な者）のあらゆるニーズに応じた読書環境

を整備することが求められます。アクセシブルな書籍（点字図書や大活字本、ユニバ

ーサルデザインの本や布絵本、外国語の本等）の収集や電子書籍等（デイジー図書、

音声読み上げ対応の電子書籍、オーディオブック等）の導入の検討、読書をサポート

する備品（拡大鏡、リーディングトラッカー、書見台、再生機等）の充実とその周知に

努めます。 
 

 第２次計画の課題等に対する対応  

認定こども園や学校向けの団体貸出について、定期的に周知を行い、利用促進

を図ります。また、図書支援員との情報交換を密にし、学校図書館の整備・運営の

支援を行うことに努めます。 
 

取組み 具体的な内容 担当 

児童書・絵本の

充実 

蔵書更新とともに、読み物、調べもの学習用図

書、絵本など子ども向けの図書の充実を図る。 

図書館 

テ ィ ーン ズ （ 中

高生）向け図書

の充実 

ティーンズ（中高生）向けの読み物や実用書の蔵

書を増やし、ティーンズコーナーを充実させ、周知

方法や目に留まりやすい展示を工夫する。 

図書館 

学 校 図 書 館 の

整備・運営の支

援 

学校図書館の整備・運営の支援を行うことに努

める。 

図書館 

団 体 貸 出 の 周

知、テーマ図書

貸出 

定期的に認定こども園、学校向け団体貸出の利

用方法の周知を行う。また、あらかじめ選書した

テーマ図書のセット貸出により、多忙な保育・教

育関係者の利用促進を図る。 

図書館 

アクセシブルな 

書籍の充実 

点字図書や大活字本、ユニバーサルデザインの

本や布絵本、外国語の本等）を収集する。電子書

籍等（デイジー図書、音声読み上げ対応の電子

書籍、オーディオブック（再生機を含む）等）の導

入を検討する。 

図書館 
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基本方針３  子どもの読書活動についての理解と促進のために 
 

（１）読書活動、推進のための普及と啓発 

学校や図書館、関係機関と広く連携を図り、子どもの読書活動推進に関する取組

を紹介する等、普及や啓発に努めます。 

 
 

 第２次計画の課題等に対する対応  

図書館での職場体験ができる情報の共有を図り、各中学校での職場体験での

活用に努めます。 
 

取組み 具体的な内容 関係主体 

図 書 委 員 会 の

活動推進 

図書委員会による読書推進活動を推進する。 小学校、 

中学校、 
義務教育学校 

図書館訪問 各小学校が公共施設や公共サービスを学ぶ学

習などにおいて、図書館を訪問し、利用方法やル

ールについて学ぶ。 

小学校、 
義務教育学校、 
図書館 

図書館職場体験 各中学校が進路学習や総合学習の時間などに

おいて、図書館における職場体験を実施する。 

中学校、 
義務教育学校、 
図書館 

図書館だよりの

発行 

子ども用の「こどもとしょかんだより」、中高生向

けの「図書館だより」を発行し、認定こども園、学

校へ配布する。 

図書館 

研修会の実施 図書館職員や保育者・教育関係者、読み聞かせ

ボランティアなど、読書推進活動に興味・関心の

ある人に向けて外部から講師を招き、研修会を開

催する。 

図書館 

 

 

（２）子どもの読書活動に関する情報の収集と提供 

子どもの読書活動に関する情報を収集し、読書活動の一層の充実に努めます。 
 

取組み 具体的な内容 関係主体 

子どもの読書に

役 立 つ 資 料 等

の収集と提供 

親子で読書を楽しむための絵本や育児書、読み

聞かせのための絵本ガイドブック、おはなし会用

資料、小中学生向けの本のガイドブック等を収集

し、子どもの読書に役立つ資料と情報を提供す

る。 

図書館 
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第５章   計画の推進 
 

1 計画の推進体制  

この計画は、会津美里町図書館を中心に、子どもの読書活動の推進に関わる関係機

関・団体等と連携を深め協力して会津美里町の子どもの読書活動を推進します。 

 

2 計画の進行状況の確認 

この計画の進捗状況については、定期的に確認し、前年度の取組、成果、課題について

「会津美里町図書館協議会」及び「教育委員会」へ報告するものとします。 

 

3 計画の指標 

この計画を進めるための指標として、次の数値を掲げます。 
 

  （１）一人あたりの１か月読書冊数                               （単位：冊） 

項目 
実績値 

（令和元年度） 

実績値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

小学生（小６） 5.8  5.6  6.0  

中学生（中３） 1.8  2.1  2.5  

実績値（R6）を踏まえ、着実な改善を図るものとして設定しました。 

（令和 6 年度「読書に関する調査」（福島県実施）より） 
 

 

  （２）1 か月に 1 冊も読まなかった児童生徒の割合                 （単位：％） 

項目 
実績値 

（令和元年度） 

実績値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

小学生  0.3  1.8  0.0  

中学生 10.3  6.1  4.0  

    実績値（R6）を踏まえ、現状の水準の低下を抑制しつつ、さらなる改善を図る 

ものとして設定しました。（令和６年度「読書に関する調査」（福島県実施）より） 

 

（３）図書館・図書室の児童書貸出冊数                           （単位：冊） 

項目 
実績値 

（令和元年度） 

実績値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

図書館 15,423  14,382  1４,８00  

本郷図書室  1,050   1,092   1,１00  

新鶴図書室    787     569     ６00  

      計  17,260   16,043   1６,５00  

 実績値（R6）と人口減少等を踏まえ、全体として約３％増を目指し、設定しました。 
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＜巻末資料１＞ 

 

子どもの読書活動の推進に関する法律 

（平成十三年十二月十二日法律第百五十四号） 
 

（目的）  

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の

責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子

どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資

することを目的とする。 
 

（基本理念）  

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感

性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠く

ことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自

主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならな

い。  
 

（国の責務）  

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する

施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  
 

（地方公共団体の責務）  

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子ども

の読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  
 

（事業者の努力）  

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進さ

れるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。  
 

（保護者の役割）  

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役

割を果たすものとする。  
 

（関係機関等との連携強化）  

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学

校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものと

する。  
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（子ども読書活動推進基本計画）  

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども

の読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」という。）を策定しな

ければならない。  

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公

表しなければならない。  

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  
 

（都道府県子ども読書活動推進計画等）  

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子ども

の読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策

についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければな

らない。  

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているとき

は、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とするとともに、当

該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活

動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定する

よう努めなければならない。  

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を

策定したときは、これを公表しなければならない。  

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更につ

いて準用する。  
 

（子ども読書の日）  

第十条  国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に

読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。  

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。  

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならな

い。  
 

（財政上の措置等）  

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政

上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

   附 則  

 この法律は、公布の日から施行する。 
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＜巻末資料２＞ 
 

「読書に関する調査」の結果 
 

〇調査の趣旨 

  子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現を高め、想像力を豊か
なものにし、人生をより深く考えるなど、生きる力を身に付けていく上で欠くことのでき
ないものです。 

  福島県教育委員会では、「福島県子ども読書活動推進計画」を評価するとともに今後
の施策へ生かすため、「読書に関する調査」を毎年 11 月に実施しています。 

 

 ① 1 か月の平均読書冊数（冊） 

小学校 県内(R6) 会津美里町(R6） 会津美里町(R 元） 

1 年生 15.2 16.7 11.1 

2 年生 16.7 14.5 10.8 

3 年生 12.2 9.0 9.9 

4 年生 11.3 12.2 9.9 

5 年生 7.8 7.2 7.6 

6 年生 6.7 5.6 5.8 

平均 11.6 10.9 9.2 

 

中学校 県内(R6) 会津美里町(R6） 会津美里町(R 元） 

1 年生 3.4 3.0 2.7 

2 年生 2.7 2.9 2.5 

3 年生 2.0 2.1 1.8 

平均 2.7 2.7 2.3 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

〇1 か月の平均読書冊数は、小学校 1 年生の 16.7 冊が最も多く、2 年生以

降は町の平均が県内平均を下回る学年が多くなっています。 
 

〇中学校では町・県内とも全学年平均 2.7 冊で差はほとんどなく、小学校から

中学校にかけて読書冊数が大きく減少する傾向が見受けられます。 
 

〇令和元年度と比較すると、全体平均は令和元年の 9.2 冊から令和 6 年度に

は 10.9 冊へと増加しており、特に低学年において大きな増加が見られます。 
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〇「0 冊」と答えた児童生徒の割合は、小学校では平均 1.8％と、県内平均よ

りやや高い傾向にある一方、中学校では県内平均に比べて大幅に低く、特

に 2・3 年生は、県内はそれぞれ 9.4％、19.8％であるのに対し、町では

0％と大きな差が見受けられます。 
 

〇令和元年度と比較すると、中学生の不読率は低下しており、特に中学 2・3

年生では 0％となるなど、これまでの不読者対策の成果が見られます。 
 

〇読まなかった理由としては、 

 ・勉強・塾・宿題などで忙しい 

 ・テレビ・ゲームなどのほうが楽しい 

 ・スマートフォン・携帯などのほうが楽しい 

 ・雑誌やマンガのほうが好き 

 ・本が嫌い 

                          などが挙げられます。 

② 1 か月に 1 冊も読まなかった児童生徒の割合（％） 

小学校 県内(R6) 会津美里町(R6） 会津美里町(R 元） 

1 年生 0.4 0 0 

2 年生 0.7 0 0 

3 年生 1.2 1.6 0.8 

4 年生 2.0 7.9 0 

5 年生 2.4 0.7 0 

6 年生 2.9 0.6 0.8 

平均 1.6 1.8 0.3 

 

中学校 県内(R6) 会津美里町(R6） 会津美里町(R 元） 

1 年生 7.7 18.3 12.7 

2 年生 9.4 0 10.4 

3 年生 19.8 0 7.7 

平均 12. 3 6.1 10.3 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
※このデータは、「読書週間」や「ふくしま教育週間」等、読書活動の推進に向けた取り

組みが行われている毎年 11 月の 1 か月間を対象に実施されている調査であり、年
間読書冊数との整合性は測れないものです。 
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＜巻末資料３＞ 
 

用語解説 

 用語 解説 

⠣ 

行 

家読（うちどく） 「家庭読書」の略語で、「家族ふれあい読書」を意味し、「家

族みんなで読書をすることで家族のコミュニケーションを深

めること」を目的にした読書活動。 

ウェルビーイング 心身ともに、そして社会的にも満たされた「良い状態」が安

定的に持続していること。 

ＬＬブック ＬＬブックのＬＬとは、スウェーデン語の Låttlåst の略語で、

「やさしく読める」という意味。ＬＬブックは、知的障害、学習

障害などにより通常の活字図書の利用が困難な人にもわ

かりやすく読書を楽しめるように、絵文字やイラスト、写真を

多く使うなどの工夫をして書かれた本。 

⠬ 

行 

ＧＩＧＡスクール構

想 

1 人 1 台端末や高速大容量の通信ネットワーク等の学校

ICT 環境を整備・活用することによって、教育の質を向上さ

せ、全ての子供たちの可能性を引き出す「個別最適な学

び」と「協働的な学び」を実現することを目的とした構想。 

教育ＤＸ 教育において、デジタルを活用した新たな価値の創造が行

われること。 

※ＤＸは「Digital Transformation(デジタルトランスフォ

ーメーション)」の略語で、デジタル技術でビジネスや生活を

根本から変革すること。 

⠶ 

行 
セカンドブック事業 

 

ブックスタート事業において、最初の本(ファーストブック)を

贈り、次の本(セカンドブック)を贈る活動。 

幼児の想像力が大きく育つ時期とされる 3 歳児の健診の

機会に絵本を手渡すケースが多い。 

当町では、読み聞かせの「体験」とおすすめ絵本のブックリ

ストをプレゼントする。 

⡀ 

行 

団体貸出 会津美里町図書館サービスの一つ。 

こども園、学校に対しては、１施設につき 40 冊までを最大４

ヵ月間貸出する。また、町内で活動する団体に対しては、１

団体につき 20 冊までを 1 ヵ月貸出する。 

読書郵便 おすすめの本を紹介したい人へ手紙を書き、図書委員が届

けて伝えるという活動。 
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 用語 解説 

⡐ 

行 

ブックスタート事業 ０歳児健診などの機会に、絵本をひらく楽しい「体験」と「絵

本」をセットでプレゼントする活動。抱っこのぬくもりの中で

絵本を読んでもらう心地よさや嬉しさを届けるため赤ちゃん

の幸せを願って行う事業。 

⡪ 

行 

レファレンス 

サービス 

図書館員が、図書館の資料やデータベースなどを使って、

調べものや、資料、情報を探したり、探し方を案内するサー

ビス。 

 

 

＜巻末資料４＞ 
 

第３次会津美里町子ども読書活動推進計画策定経過 

期 日 経 過 

令和７年 ７月 17 日 第１回会津美里町図書館協議会（協議） 

令和８年 ２月 20 日 第２回会津美里町図書館協議会（協議） 

令和８年 ２月 27 日 会津美里町教育委員会２月定例会（協議） 

令和８年 ３月 27 日 会津美里町教育委員会３月定例会（協議） 

令和８年 ４月 １7 日 会津美里町図書館協議会（書面協議） 

令和８年 ４月 24 日 会津美里町教育委員会４月定例会（策定） 
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